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  わからないことや困ったことがあれば、まず市町村障害福祉担当窓口へ相談 

しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

診断について 

 

 

 

 

 

 手帳について 

 

 

 

 

 

 

 

 仕事について 

 

 

 

 

 

 

 生活について 

 

どのようなことを相談したいですか？ 

・療育手帳や 

 精神保健福祉手帳 

 の取り方は？ 

・取得のメリットについて

知りたい。 

 
詳しくは 

４ページへ 
市 町 村 障 害 福 祉 担 当 課 

あなたの街の相談窓口 

・発達障がいではないか？ 

・診断を受けたい。 

 (医療機関を探している) 
 発 達 障 害 支 援 セ ン タ ー 

詳しくは 

２ページへ 

・就職したいがどこに 

 相談すればいいの？ 

・どんな仕事に向いて 

 いるか知りたい。 

 
詳しくは 

７ページへ 
ハローワークその他相談機関 

 

生活全般についての相談 

・日中、どこか活動できる

ところはないの？ 

・福祉サービスの利用 

 方法は？ 

 
詳しくは 

９ページへ 

市 町 村 障 害 福 祉 担 当 課 

市 町 村 相 談 支 援 事 業 所 

名称： 河合町福祉政策課 TEL：０７４５－５７－０２００ 

住所： 河合町池部１丁目１番１号 


